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加茂市工場等遮熱断熱促進事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、長期化するエネルギー価格高騰等の影響を踏まえ、市内中小企業者

における省エネルギー化による経費削減を図るだけでなく、労働環境の改善や環境負荷

の低減を目的として、工場等の屋根や外壁等に施工する遮熱・断熱工事に係る経費の一

部を補助するため、予算の範囲内で加茂市補助金等交付規則（昭和 40 年規則第 19 号）

に基づいて行う補助金の交付に必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助対象者） 

第２条 この補助金の交付対象となる者（以下、「補助対象者」という。）は、中小企業基

本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する中小企業者であって、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

（１） 市内に事務所又は事業所を有すること 

（２） 常時使用する従業員の数が 1 人以上であること。ただし、同居の親族である者を

除く。 

（３） 同一年度内で当該補助金の交付を受けていない者 

（４） 同一年度内で国及び県の同様の補助金の交付を受けていない者 

（５） 市税等を完納している者 

（６） 加茂市暴力団排除条例（令和元年条例第 18 号）第２条第１号及び第２号に該当す

る個人又は法人でないこと。 

 

（補助対象施設） 

第３条 この補助金の交付対象となる施設（以下、「補助対象施設」という。）は、補助対

象者が所有又は使用する市内に所在する施設であって、年間を通じて週３日以上日常的

に労働者が業務を行う工場又は倉庫等（以下、「工場等」という。）で事業の用に供する

建物とする。ただし、居住を目的とした施設は補助対象施設としないものとする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金の交付対象となる事業（以下、「補助対象事業」という。）は、補助対

象施設の屋根や外壁等を対象として行う遮熱・断熱工事であって、当該工事に要する費

用（消費税及び地方消費税相当額を除く。）が 100 万円以上のものとする。なお、当該工

事は、工場等の内部温度の変化を抑えるため、屋根、天井、外壁又は外窓に遮熱・断熱

効果の向上を目的として行う改修等の工事をいう。 

２ 既に屋根若しくは天井に遮熱・断熱工事を施工済みの場合又は前項の遮熱・断熱工事
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と同時に行う場合は、次の各号に掲げる遮熱・断熱工事も補助対象事業とすることがで

きる。 

（１） 外壁遮熱・断熱工事 

（２） 外窓遮熱・断熱工事 

（３） その他市長が認める工事 

 

（補助対象経費） 

第５条 この補助金の交付対象となる経費（以下、「補助対象経費」という。）は、補助対

象事業に要する経費のうち、補助金の交付決定を受けた日以降に支出する経費で、別表

１に定めるものとする。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。 

 

（補助金の交付額等） 

第６条 補助金の交付額は、補助対象経費の２分の１以内とする。なお、千円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 補助金の額の上限は、別表２に定めるものとする。 

３ 補助金の交付対象となる期間（以下、「補助対象期間」という。）は、補助金の交付決

定を受けた日の属する年度の２月末日までとする。 

 

（交付の条件） 

第７条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。 

（１） 補助対象事業の内容を変更する場合又は交付決定額の変更が必要となる場合には、

市長の承認を受けること。 

（２） 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

（３） 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難と

なった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（４） 補助対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うとともに、補助対象

事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え整理し、当該帳簿及び証拠書類を

補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存すること。 

 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、加茂市工場等遮熱断熱促進事業費

補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え、別に定める期限までに市長

に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書（別紙１） 

（２） 建物の所有又は使用が確認できる書類 
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（３） 遮熱・断熱工事に要する経費の見積書等の写し 

（４） 遮熱・断熱工事による事業効果が見込まれる使用材料等のカタログ等の写し 

（５） 工事施工箇所及び工事施工面積が確認できる図面等の写し 

（６） その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の申請期間は、別に定めるところによる。 

 

（交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

交付の決定を行う場合は、加茂市工場等遮熱断熱促進事業費補助金交付決定通知書（様

式第２号）により、不交付の決定を行う場合は、加茂市工場等遮熱断熱促進事業費補助

金不交付決定通知書（様式第３号）により、当該申請者に通知するものとする。 

 

（変更等の承認申請） 

第 10 条 第７条第１号及び第２号の規定により市長の承認を受けようとする場合は、加茂

市工場等遮熱断熱促進事業費補助金事業計画変更承認申請書（様式第４号）を市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認し

た場合は、加茂市工場等遮熱断熱促進事業費補助金事業計画変更承認通知書（様式第５

号）により、当該申請者に通知するものとする。 

 

（事業が予定期間内に完了しない場合等の報告） 

第 11 条 第７条第３号の規定により市長の指示を求める場合は、速やかに加茂市工場等遮

熱断熱促進事業費補助金事業遅延等報告書（様式第６号）を市長に提出しなければなら

ない。 

 

（状況報告） 

第 12 条 市長は、補助対象事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるとき

は、補助対象者に対して当該補助対象事業の遂行状況の報告を求めることができる。 

 

（実績報告） 

第 13 条 補助金の交付決定を受けた者（以下、「交付決定者」という。）は、補助対象事業

の完了の日から起算して 30 日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する

年度の２月末日のいずれか早い期日までに、加茂市工場等遮熱断熱促進事業費補助金実

績報告書（様式第７号。以下、「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添え、市長

に提出しなければならない。 
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（１） 事業実績書（別紙２） 

（２） 工事請負契約書等の写し 

（３） 補助対象事業に係る支払が確認できる書類等の写し 

（４） 施工前後の工事写真 

（５） その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第 14 条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、

補助金の額を確定し、加茂市工場等遮熱断熱促進事業費補助金確定通知書（様式第８号）

により、交付決定者に通知しなければならない。 

 

（補助金の概算払い又は精算払い） 

第 15 条 交付決定者が補助金の概算払い又は精算払いを受けようとするときは、加茂市工

場等遮熱断熱促進事業費補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、概算払いの請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、交付

決定額の全部又は一部について概算払いすることができるものとする。 

 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第 16 条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった場合

は、当該交付決定を取り消すことができる。 

２ 前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を

命ずることができる。 

 

（その他） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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参考（第２条関係） 

中小企業者の範囲 

⚫ 原則として、中小企業基本法上の中小企業者とします。 

⚫ 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び特例有限会社（以下、「会社法人」とい

う。）は、主たる事業として営む業種に応じて、下表の資本金等又は常時使用する従業

員の数（※）のいずれかの要件に該当すれば中小企業となり、いずれも該当しなけれ

ば大企業（補助対象外）です。 

⚫ 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財

団法人、学校法人、農事組合法人、組合（農業協同組合、生活協同組合、中小企業等

協同組合法に基づく組合等）又は有限責任事業組合は、中小企業基本法上の会社法人

に該当しないと解されることから、補助対象外です。 

主たる事業の業種 

中小企業者 

（以下のいずれかを満たすもの） 

 

小規模企業者 

資本金の額又は 

出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

常時使用する 

従業員の数 

製造業、建設業、運輸業 

その他の業種 
３億円以下 300 人以下 20 人以下 

卸売業 １億円以下 100 人以下 ５人以下 

サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 ５人以下 

小売業 5,000 万円以下 50 人以下 ５人以下 

※ 常時使用する従業員とは、日々雇い入れられる者や２か月以内の期間を決めて使用さ

れる者、季節的業務に４か月以内の期間を決めて使用される者、試用期間中の者を除

いた従業員をいいます。 
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別表１（第５条関係） 

補助対象経費 

対 象 

設計費、材料費、運搬費、養生費、既存設備撤去復旧費、消耗品費、処

分費、労務費その他遮熱・断熱工事に必要な経費であって市長が適当と

認めるもの 

対 象 外 
足場設置及び撤去費、既存施設又は設備の劣化等に伴う修繕費、振込手

数料 

 

別表２（第６条関係） 

補助金の額の上限 

工事施工面積 上限額 

500 ㎡未満 100 万円 

500 ㎡以上 900 ㎡未満 150 万円 

900 ㎡以上 200 万円 

 

 


